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皆様には，日頃より本県の体育・スポーツの推進に御尽力いただき感謝申し上げます。 

さて，平成２９年に小・中学校，平成３０年に高等学校の学習指導要領が改訂され，  

年次進行での実施期間を経て，令和６年度から全校種・全学年で全面実施となりました。 

これまで，各学校においては，改訂された学習指導要領の確実な実施に向けて取り組ん

でいただいてきたところですが，今一度，御自身の授業が目の前の児童生徒に対し，主体

的・対話的で深い学びを導き出すものとして十分に展開できているか，確認をお願いしま

す。体育・保健体育科の授業を担当する教員は，児童生徒に「体を動かすこと」のみを   

指導するのではなく，児童生徒が自立した学習者となるよう「どのように学ぶか」につい

て授業をコーディネートし，生きる力の礎となる「知識及び技能」「思考力，判断力，表現

力等」及び「学びに向かう力，人間性等」という三つの資質・能力を育成しなければなり

ません。 

また，現在の多様性が尊重される社会では，体育の授業においても多様な児童生徒同士

が関わる場面を多く作り出せることから，一人一人の発達状況や身体状態に適応させた 

スポーツを示す「アダプテッド・スポーツ」の視点を持つことも大切です。授業の中で  

「できるようになった」等の成功体験という結果だけを求めるのではなく，「どうすれば 

できるようになるのか」また，さらに広く「できないけれどもわかった」「教える・伝える

ことができた」等，児童生徒が多様な楽しさや喜びを深く味わうことを通じて，体育・   

スポーツの価値をより実感するとともに，互いを尊重し，理解し合う態度が養われること

で，共生社会の実現にもつながることを期待します。  

一方，運動部活動については「地域全体で子どもたちを育てる学校部活動及び地域クラ

ブ活動の在り方に関するガイドライン」により，児童生徒にとって望ましいスポーツ環境

の構築を目指しています。この公立中学校の休日における部活動地域移行は，令和６年度

で改革推進期間２年目に入り，様々な課題がある中ですが，行政や学校，地域や関係団体

など多くの関係者が一体となって，進めていかなければならない大きな取組です。各中学

校においては，改めて，それぞれの市町村における地域移行の動向を見据えながら，一方

で部活動の意義や価値を踏まえ，生徒たちの心身の健全な成長を目指すとともに，適切な  

休養日の設定や短時間で効果の得られる合理的かつ効率的な指導の実践をお願いします。 

結びに，体育関係団体の御協力を得て作成し，各学校における体育・保健体育指導の  

充実に向けた手引きであるこの学校体育要覧が，本県の児童生徒の活力にあふれる「健や

かな体」を育むための一助として効果的に活用されることを期待しております。 

 

 令和６年４月 

千葉県教育庁教育振興部保健体育課長   
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